
仕  様  書 

 

１ 適用 

   庁用車の燃料として注油するレギュラーガソリンの仕様は、この仕様書による。 

 

２ レギュラーガソリンの種類 

   日本産業規格（ＪＩＳ  Ｋ2202）の規格に適合した 89オクタン価以上のものである 

こと。 

 

３ 検査及び保証 

   注油業者（受注者）は、発注者が納入後に実施する抜取試験で不適のときは取り換え 

るか、又は指示に従うものとする。 

 

４ 納入場所及び給油施設の所在地 

   納入場所は、入札参加資格を有する者の給油施設とし、その施設は、広島県東広島 

  庁舎から半径２㎞以内に所在すること。 

  ただし、セルフスタンドのみの給油施設については、対象外とする。 

 

５ 予定数量   

   20,000L 

 

６ 納入期限   

   令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

７ 納入指示 

   納入の指示は、注油業者（受注者）が作成したコンピュータ入力処理用のカード（以

下「注油カード」という。）を使用して行うこととする。 

注油数量については、口頭により指示するものとし、納入数量の確認は納品書による

ものとする。 

ただし、注油カードの作成に要する経費は、注油業者（受注者）の負担によるものと

する。 

※対象車両台数 64台（令和８年２月 26日現在） 

 

８ その他 

   請求書及び明細書については、各機関別にとりまとめて、計算の上、作成すること。 

   明細書は小数点第２位以下切り捨て、請求書は円未満切り捨てとする。 


